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令 和 ５ 年 ４ 月 ３ 日 

稲 城 市 監 査 委 員 

 

令和５年度年間監査計画 

 

基本方針 

監査、検査及び審査（以下「監査等」という。）は、「稲城市監査基準（令和５年監委

訓令第１号）」に基づき行うとともに、次の観点を重視して行います。 

⑴ 経済性、有効性等の視点を重視した監査等の執行と実効性の確保 

本市の事務事業について正確性、合規性はもとより経済性、効率性、有効性を重視

して監査を行います。 

また、監査等の実効性を高めるため、指摘事項等に対する速やかな是正・改善を求

めます。 

⑵ 改善につながる監査のための措置結果等の共有 

監査結果とそれを受けて各部等が行う改善措置について、再発防止にむけた庁内で

の情報共有を促すとともに、監査等の実効性を高め、行財政運営の妥当性と健全性の

確保に寄与していきます。 

また、定期監査及び財政援助団体等監査の措置状況を確認し、必要に応じて監査の

着眼点に反映させるなど、それぞれの監査を有機的かつ多角的に連携させ、監査の質

の向上を図ります。 

⑶ 市民の視点に立ち、市民に身近な監査等 

行財政運営に対する市民の高い関心に的確に応えるため、常に市民の視点に立って

監査等を行います。 

また、監査等の結果は、より分かりやすい内容を心掛け、インターネットの活用な

どにより、より早く、かつ、過去の監査結果も含め、市民がより身近に情報に触れる

ことができる環境づくりに努め、市民への説明責任を果たします。  

⑷ 事務局職員の人材育成 

この基本計画を確実に進めていくため、補助機関である監査事務局の職員は専門的

知識を身につけ、監査技術の向上を図ります。 
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監査等の実施予定時期 

本年度実施監査等の基本方針を踏まえ、本年度実施監査等の概要は次のとおりとします。  

なお、細部については別途、各監査等の実施計画の中で定めます。 

監査等の種類・対象 
実施月 

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

例月出納検査 

 現金の在高・出納事務 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

4/24 5/25 6/29 7/25 8/31 9/25 10/25 11/27 12/25 1/25 2/26 3/26 

決算審査 

 各会計の決算等 
  ●  ●        

    8/16        

基金の運用状況審査 

 定額資金運用基金 
  ●  ●        

    8/16        

健全化判断比率等審査 

 健全化判断比率等 
   ● ●        

    8/16        

財政援助団体等監査 

 財政援助団体・ 

 公の施設の指定管理者等 

    ●   ●     

       11/22     

第１回定期監査 

 市の事務の執行等 
      ●   ●   

         1/25   

第２回定期監査 

 市の事務の執行等 
       ●    ● 

           3/26 
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例月出納検査 

 

種 類 地方自治法第235条の２第１項の規定による検査 

対 象 
会計管理者が取り扱う現金（歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属す

る現金及び預り金）及び病院事業管理者が取り扱う現金の出納 

範 囲 毎月の現金の在高、出納関係諸表等及び出納事務 

実 施 期 間 毎月 

着 眼 点 

１ 検査資料・諸帳簿の計数は正確か 

２ 検査資料の計数は諸帳簿の計数と一致しているか 

３ 検査資料の計数は現金・預金・有価証券保管状況一覧表の計数と一致している

か 

実 施 通 知 検査実施日の前月下旬 

検 査 実 施 日 原則として毎月25日 

結果報告・公表 毎月下旬 

＊ 都合により日程を変更する場合があります。 
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決算審査 

（一般会計 及び 特別会計） 

 

種 類 地方自治法第233条第２項の規定による審査 

対 象 

１ 令和４年度 稲城市一般会計歳入歳出決算 

２ 令和４年度 稲城市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

３ 令和４年度 稲城市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 

４ 令和４年度 稲城市介護保険特別会計歳入歳出決算 

５ 令和４年度 稲城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

６ 令和４年度 稲城市決算附属書類（各会計歳入歳出決算事項別明細書、各会計 

実質収支に関する調書及び財産に関する調書） 

範 囲 各会計決算、証書類その他政令で定める書類等 

実 施 期 間 ６月上旬から８月16日まで 

着 眼 点 
１ 決算書類等の計数は正確か 

２ 決算額は証拠書類と一致しているか 

調 書 提 出 依頼：４月上旬  提出期限：６月上旬 

実 施 通 知 ６月上旬 

予 備 審 査 ６月22日から７月４日まで 

本 審 査 ７月18日・20日・21日・24日 

講 評 ８月16日 

＊ 都合により日程を変更する場合があります。 
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決算審査 

（下水道事業会計） 

 

種 類 地方公営企業法第30条第２項の規定による審査 

対 象 令和４年度 稲城市下水道事業会計決算 

範 囲 決算書類、証書類、事業報告書、政令で定めるその他の書類等 

実 施 期 間 ６月上旬から８月16日まで 

着 眼 点 

１ 地方公営企業法第３条の規定の趣旨に従って運営されているか 

２ 決算書類等の計数は正確か 

３ 決算計数は関係帳票の計数と一致しているか 

調 書 提 出 依頼：４月上旬   提出期限：６月上旬 

実 施 通 知 ６月上旬 

予 備 審 査 ６月９日 

本 審 査 ７月18日・20日・21日・24日のうち１日 

講 評 ８月16日 

＊ 都合により日程を変更する場合があります。 
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決算審査 

（病院事業会計） 

 

種 類 地方公営企業法第30条第２項の規定による審査 

対 象 令和４年度 稲城市病院事業会計決算 

範 囲 決算書類、証書類、事業報告書、政令で定めるその他の書類等 

実 施 期 間 ６月上旬から８月16日まで 

着 眼 点 

１ 地方公営企業法第３条の規定の趣旨に従って運営されているか 

２ 決算書類等の計数は正確か 

３ 決算計数は関係帳票の計数と一致しているか 

調 書 提 出 依頼：４月上旬   提出期限：６月上旬 

実 施 通 知 ６月上旬 

予 備 審 査 ６月９日 

本 審 査 ７月18日・20日・21日・24日のうち１日 

講 評 ８月16日 

＊ 都合により日程を変更する場合があります。 
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基金の運用状況審査 

 

種 類 地方自治法第241条第５項の規定による審査 

対 象 

１ 稲城市国民健康保険高額療養費貸付基金 

２ 稲城市介護保険高額介護サービス費等貸付基金 

３ 稲城市後期高齢者医療高額療養費貸付基金 

範 囲 令和４年度の各基金の運用状況を示す書類 

実 施 期 間 ６月上旬から８月16日まで 

着 眼 点 基金の運用状況を示す書類の計数は正確か 

調 書 提 出 依頼：４月上旬  提出期限：６月上旬 

実 施 通 知 ６月上旬 

予 備 審 査 ６月22日から７月４日まで 

本 審 査 ７月18日・20日・21日・24日 

講 評 ８月16日 

＊ 都合により日程を変更する場合があります。 
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健全化判断比率等審査 

 

種 類 
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第22条第１項の規定に

よる審査 

対 象 

１ 令和４年度健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比

率及び将来負担比率） 

２ 令和４年度資金不足比率（稲城市下水道事業会計資金不足比率及び稲城市病院

事業会計資金不足比率） 

範 囲 
１ 健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類 

２ 資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類 

実 施 期 間 ７月中旬から８月16日まで 

着 眼 点 

１ 法令等に照らし財政指標の算出過程に誤りがないか 

２ 法令等に基づき適切な算定要素が財政指標の計算に用いられているか 

３ 財政指標の算定の基礎となった書類等が適正に作成されているか 

４ 客観的事実の妥当性を判断した上で財政指標の算定を行う場合において、公正

な判断が行われているか 

実 施 通 知 ７月中旬 

予 備 審 査 ８月３日 

本 審 査 ・ 講 評 ８月16日 

＊ 都合により日程を変更する場合があります。 
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財政援助団体等監査 

（財政援助団体及び公の施設の指定管理者監査） 

種 類 地方自治法第199条第７項の規定による監査 

対 象 

１ 財政援助団体 及び 公の施設の指定管理者 

(1) 株式会社オーエンス 

(2) Ｉのまちいなぎ市民まつり実行委員会 

(3) 稲城市産業まつり実行委員会 

(4) ファミリースポーツフェスタ実行委員会 

(5) 稲城市民文化祭・稲城市芸術祭実行委員会 

２ 所管部署 及び 監査対象事項 

(1) 福祉部 健康課 

 健康プラザ指定管理料 

(2) 産業文化スポーツ部 市民協働課 

 Ｉのまちいなぎ市民まつり事業補助金 

(3) 産業文化スポーツ部 経済課 

 Ｉのまちいなぎ市民まつり事業産業まつり部門補助金 

(4) 産業文化スポーツ部 スポーツ推進課 

 Ｉのまちいなぎ市民まつり事業スポーツフェスタ部門補助金 

(5) 教育部 生涯学習課 

 Ｉのまちいなぎ市民まつり事業文化祭・芸術祭部門補助金 

範 囲 令和４年度の財政的援助 及び 公の施設の管理に係る出納その他の事務の執行 

実 施 期 間 ８月下旬から11月22日まで 

着 眼 点 

１ 財政援助団体監査 

(1) 所管部署 

ア 補助金等の決定は法令等に適合しているか 

イ 補助金等の交付目的及び補助等対象事業の内容は明確か 

ウ 補助金等の額の算定、交付方法、時期、手続等は適正か 

エ 補助金等の条件の履行状況、使途の適正性、効果等の確認はなされているか 

オ 補助金等交付団体への指導監督は適切に行われているか 

(2) 財政援助団体 

ア 事業計画書、予算書、決算諸表等と所管部署へ提出した補助金等の交付申請書、実績 

報告書等は符合するか 

イ 補助金等交付申請書の提出、補助金等の請求及び受領は適時に行われているか 

ウ 事業は、計画及び交付条件に従って実施され、十分効果が上げられているか 

エ 補助金等が補助等対象事業以外に流用されていないか 

オ 出納関係帳票の整備・記帳は適正か、領収書等の証拠書類の整備・保存は適切か 
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カ 補助金等に係る収支の会計経理は適正か 

２ 公の施設の指定管理者監査 

(1) 所管部署 

ア 指定管理者を導入した目的、趣旨はいかされているか 

イ 公の施設の管理を行わせる団体の指定は、法、条例等に根拠をおいているか 

ウ 指定管理者の指定は、適正・公正に行われているか 

エ 管理に関する協定等の締結は、適正に行われているか 

オ 協定書等には、必要事項が適正に記載されているか 

カ 管理に関する経費の算定、支出の方法、時期、手続等は適正になされているか 

キ 事業報告書の点検は適切になされているか 

ク 指定管理者に対して適時かつ適切に当該業務又は経理の状況に関し報告を求め、調査

し、又は指示を行っているか 

ケ 指定管理者において施設の利用促進を図ることとしている場合は、利用状況に注意を

払い、利用の奨励に努めているか 

(2) 指定管理者 

ア 施設は関係法令・条例等の定めるところにより適切に管理されているか 

イ 協定等に基づく義務の履行は適切に行われているか 

ウ 利用料金制を採用している場合、利用料金等の取扱いは適正に行われているか 

エ 利用促進及び利用者サービスの向上のための努力はなされているか 

オ 公の施設の管理に係る収支会計経理は適正になされているか、また、指定管理者の他

の事業との会計区分は明確になっているか 

カ 公の施設の管理に係る出納関係帳票等の整備及び記帳は適正になされているか、ま

た、領収書等の証拠書類の整備及び保存は適切か 

キ 公の施設の管理に係る管理規程、経理規程等の諸規程は整備されているか、また、そ

れら諸規程に基づいた事務が執行されているか 

実 施 通 知 ７月下旬 

調 書 提 出 提出期限：８月下旬 

予 備 監 査 ９月22日・26日 

本 監 査 10月16日・17日・25日 

講 評 11月22日 

結 果 報 告 

・ 公 表 
12月 

＊ 都合により日程を変更する場合があります。  
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第１回定期監査 

 

種 類 地方自治法第199条第１項、第２項及び第４項の規定による監査 

対 象 総務部 総務契約課・人事課・文書法制課・財産管理課 

範 囲 

令和５年４月１日から令和５年９月30日までの財務に関する事務の執行及びその他

の事務の執行（備品・現金等の管理事務については確認日までを含み、補助金等交

付事務については令和４年度執行分を含む） 

実 施 期 間 10月中旬から１月25日まで 

着 眼 点 

１ 事務の執行は、地方自治法第２条第14項及び第15項の趣旨に則ってなされてい

るか、また、法令等の定めるところに従って適正に行われているか 

２ 予算の執行は、適正かつ計画的・効率的に行われているか 

３ 収入支出事務が、その根拠となる法令等に基づき適正に行われているか 

４ 契約の締結及び履行の確認が適正に行われているか 

５ 財産の管理が適正に行われているか 

６ 従前の指摘事項が是正されているか 

実 施 通 知 ９月中旬 

調 書 提 出 提出期限：10月中旬 

予 備 監 査 11月15日・16日 

本 監 査 12月13日・14日 

講 評 １月25日 

結果報告・公表 ２月 

＊ 都合により日程を変更する場合があります。 
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第２回定期監査 

 

種 類 地方自治法第199条第１項、第２項及び第４項の規定による監査 

対 象 

福祉部 生活福祉課・高齢福祉課・障害福祉課・健康課 

子ども福祉部 児童青少年課・子育て支援課・子ども家庭支援センター課・おやこ

包括支援センター課 

範 囲 

令和５年４月１日から令和５年10月31日までの財務に関する事務の執行及びその他

の事務の執行（備品・現金等の管理事務については確認日までを含み、補助金等交

付事務については令和４年度執行分を含む） 

実 施 期 間 11月中旬から３月26日まで 

着 眼 点 

１ 事務の執行は、地方自治法第２条第14項及び第15項の趣旨に則ってなされてい

るか、また、法令等の定めるところに従って適正に行われているか 

２ 予算の執行は、適正かつ計画的・効率的に行われているか 

３ 収入支出事務が、その根拠となる法令等に基づき適正に行われているか 

４ 契約の締結及び履行の確認が適正に行われているか 

５ 財産の管理が適正に行われているか 

６ 従前の指摘事項が是正されているか 

実 施 通 知 10月中旬 

調 書 提 出 提出期限：11月中旬 

予 備 監 査 １月15日・16日・17日 

本 監 査 ２月13日・14日 

講 評 ３月26日 

結果報告・公表 令和６年４月 

＊ 都合により日程を変更する場合があります。 

 


